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令和８年２月12日 

八王子市教育委員会 殿 

学校名   八王子市立元八王子東小学校   

校長名  塚 原   忍  公印  

 

令和８年度教育課程について(届) 
 

 

このことについて、八王子市立学校の管理運営に関する規則に基づき、下記のとおり 

お届けします。                                  

 

記  

 

１ 教育目標 

（１）学校の教育目標 
八王子市教育委員会指針である、「みんなが集う学校の未来、地域の拠点となる学校施設の共創」 

に関連付けながら、子どもたちが自分らしさを発揮し、自らの手で豊かな人生を切り拓き、八王子
市の将来を担っていく人間性豊かな子どもたちを育てる。 

   そのために、次の３つの児童像を目標として、心が豊かで思いやりのある元八王子東小学校の児
童を育てる。 

     〇明るく 元気な子    
〇よく考え 進んで学ぶ子    
◎力を合わせて やりぬく子 

（２）学校の教育目標を達成するための基本方針 
東京都人権尊重教育推進校として、人権尊重の精神を基本とし、互いに相手と尊重し合う豊か

な心情、偏見や差別を許さない態度等を育てるとともに、学校の教育活動全体を通じて意図的・
計画的に実践していく。 

ア 確かな学力の育成 「よく考え 進んで学ぶ子」 （知） 
基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して自己の課題を解決するた
めに必要な思考力、判断力、表現力等を培う。また多様な人々とのかかわりを通して、学びに
向かう力、人間性等を涵養し、協働を促す教育を充実させる。 

〇イ 豊かな心の育成  「力を合わせて やりぬく子」（徳） 
教育活動全体を通じて行う道徳教育を推進し、自己肯定感、成就感、お互いに協力し合う態度
等を育てるとともに、道徳的価値を深めたうえで、主体的な判断のもとに行動し、他者とより
よく生きるための道徳性を培う。 

ウ 健やかな体の育成 「明るく 元気な子」    （体） 
地域運営学校として、家庭・地域と連携を図りながら、基本的な生活習慣の定着と自他の健康
に留意し安全な生活を送るための、適切な体育・健康に関する活動の充実を図る。 

エ 不登校児童への支援 
不登校児童について、関係諸機関、保護者との連携を図り、一人ひとりの支援ニーズに応じた
指導の工夫を図ったり、環境の提供を行う。 

オ いじめ防止等の取組 
学校と保護者・地域が、常に子どもを中心に据えて考えることを共通理解する。教員が子ども
と向き合う時間やいじめ対応のための時間を確保する等、いじめ防止対策推進法により、学校
いじめ対策委員会の適切な運営等を行い、いじめ総合対策を効果的に実行していく。 

カ 特別支援教育の充実 
特別支援教室や他校通級、副籍交流校等との連携を密に行い、通常の学級においても、児童の
特性や障害に応じた指導が適切に行えるよう、指導体制の充実を図る。 

キ 小中一貫教育のさらなる充実【四谷中学校グループ（元八王子東小学校、上壱分方小学校）】 
四谷中学校グループ３校としての共通目標を「成就感・達成感を味わえる児童・生徒の育成」
とし、「義務教育９年間で育てたい児童・生徒像」は、自ら目標をもち、努力の過程を大切に
しながら粘り強く挑戦し、他者と協働して課題を解決できる児童・生徒像である。そのために、
９年間を見通した系統的な指導計画のもと、努力の過程と成果を実感できる指導の充実を図る。 
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２ 指導の重点 
（１）各教科等 
  ア 各教科（外国語活動を含む） 

①第４・５・６学年で実施する八王子市学力定着度調査の結果から、本校児童の国語科・算数科の
習得状況を把握し、習得問題の定着が十分でない児童への指導を行う。また、第６学年で実施す
るはちおうじっ子ミニマムの結果を分析及び活用し、すべての児童が小学校第５学年修了段階に
おける基礎的・基本的な問題を確実に解くことができるようにする。 

②「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、単元・題材を通して身に付けさせたい力を明確
にし、教えるべき事項と話し合い深める事項をねらいに応じて位置付ける。また、児童が学ぶ意
義を感じ意欲を高めていけるよう、単元・題材のはじめに見通しをもてる場面を設定し、終了時
には振り返る場面を設定して、次の学びや生活に活かせるようにする。 

③ＩＣＴを活用した学びの質の向上を図り、１人１台の学習用端末を、児童個別の考えや思いを整
理し、全体で共有して自分の考えを変容する等の授業支援ツールを日常的に活用する。また、Ｉ
ＣＴ支援員を効果的に活用して教員の活用指導力の向上を図る。 

④高学年における教科担任制を実施し、より質の高い教科指導、中学校教育への円滑な接続、多面
的・多角的な児童理解の促進につなげていく。 

⑤東京都統一体力テストの調査結果から児童の体力や運動能力の状況を把握し、特に、敏捷性、瞬
発力、持久力を高める運動を重視し、外部人材と連携して体力向上への意欲を高める。 

⑥外国語科において、英語を用いて積極的なコミュニケーションを図る資質・能力を育てるために
聞くこと、話すことの言語活動を重点とし基礎を育てる。また、外国語活動では、外部人材と連
携し、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力の育成を図る。 

⑦東京都人権尊重教育推進校として、教育活動全体を通して、意図的に話合いや協働作業等、児童
同士の関わり合いのある活動を工夫し、自分の考えや気持ちを適切に表現する力や、相手を思い
やる心を育成する過程で、自尊感情、自己肯定感を高めていく。 

  イ  総合的な学習の時間 
①各教科等との関連を図りながら、横断的・総合的な学習を工夫し、探究的な見方・考え方を働か
せ、他者と協働することを通してよりよく課題を解決し、学習成果を伝える力や自己の生き方を
考えていく力を育成する。 

②「日本遺産 高尾山」等、第３学年から第６学年まで、「郷土学習」を年間指導計画に位置付け、
実施する。第３学年で八王子の養蚕、第４学年で八王子の伝統文化や祭り、第５学年で八王子の
自然、第６学年で八王子の歴史を課題として、地域学習を行う。特に第５学年で高尾山での森林
教室、第６学年で伝統芸能に携わるの方との交流を通して、地域の人材、自然、文化に触れる体
験的活動を取り入れ、自身の在り方について考え、地域や郷土を愛する心を育成する。 

ウ 特別活動 
①これまで学校を支えてきた人々への感謝の気持ちと今後の学校の発展の在り方を考えられるよ
うにするとともに、学校を愛する心を育む。 

②児童会活動において縦割り班活動等の異学年交流を通し、自分の役割について考え、学校生活の
充実と向上を図ろうとする態度を養い、より良い人間関係の形成を図る。 

③人権教育の視点から、人権の花栽培・人権標語発表集会・はちの木（思いやりカード掲示）に取
り組み、思いやりや協力の気持ちを育て、人権感覚の向上を図る。 

（２）「特別の教科 道徳」を要とする道徳教育 

ア 道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育成するために、道徳教育全体計画及び別葉に基づき
主たる教材である教科用図書、東京都道徳教育教材集、人権教育プログラムを活用しながら、自
分も相手も思いやる心を育て、道徳的価値を深める授業を展開していく。 

イ 人権感覚の涵養のために「親切、思いやり」「友情、信頼」「公正、公平、社会正義」「生命の
尊さ」については、教材内で場面の役割演技や討論を取り入れたりして、重点的に指導する。 

ウ 道徳授業地区公開講座において、道徳科の授業を公開したり講師を招いたりすることで、保護者
や地域住民の積極的な参加を促し、本校の道徳的価値の重点とする内容の共有を図り、家庭や地
域の教育力を向上させる。 

（３）キャリア教育 
ア 義務教育９年間の全教育活動を見通して四谷中学校グループが一体となって「はちおうじっ子キ

ャリア・パスポート」を活用し、学ぶことと将来のつながりを意識させ、目標達成の喜びや将来
の希望を育み、将来の社会的・職業的自立の基盤となる資質・能力を育成する。 

  イ バケツ稲や植物・野菜の栽培活動等、実社会と接続する学びを通じて、社会的な自立を促してい 
く。 
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（４）特別支援教育 

ア 校内委員会を定期的に実施し、特別支援教育コーディネーターを中心に特別支援のための体制づ
くりを行うとともに、特別支援教室の巡回指導教員及び校内の特別支援教室専門員と連携を密に
図り、児童一人ひとりについての理解を深め、対応についての改善を図っていく。 

イ 個別指導計画及び学校生活支援シートを作成・活用し、１人１台の学習用端末の活用や学習環境
の整備等、障害のある児童一人ひとりの支援ニーズに応じたきめ細やかな指導や支援を組織的・
計画的に行う。 

ウ 都立特別支援学校等に通う副籍児童とは、年間を通した計画的な授業や行事への参加を通して、
児童相互の心情面での交流を行い、多様性を認め合う共生社会実現の素地を養う。 

（５）生活指導 
  ア 生活指導 

①基本的な生活習慣や本校の学校のきまり「わたしたちのくらし」の指導を徹底し、自主性、社会
性を育てる。学校のきまりについては、実態に応じて、適宜、見直しを図る。 

  ②セーフティ教室や交通安全教室等を通して、児童自らの危機管理を高め、自らを守る力を身に付
けさせる。特にＳＮＳ等の情報モラル教育は、発達段階に応じて指導を行い推進していく。第６
学年は、メディアリテラシー教育を実施し、情報を適切に扱う力を身に付けさせるようにする。 

 ③児童が性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないために「『生命（いのち）の安全教
育』指導の手引き」の内容を踏まえ、発達段階に応じた自他共を大切にする指導を行う。 

  イ いじめ防止等の取組 
①「八王子市いじめの防止等に関する基本的な方針」と本校の「学校いじめ防止基本方針」に基づ
き、「いじめは絶対に許さない」「徹底した初期対応」との共通認識をもって教職員が迅速に相
談・対応できるよう、週１回のいじめ対応のための時間にブロック毎の児童の情報交換タイムと
全体への情報共有を行う。そして、学校いじめ対策委員会を毎週１回以上行い、いじめの疑い等、
児童の状況を共有し、組織としての対応を協議する。 

②いじめの未然防止や早期発見のため、いじめ防止に関する授業、ふれあい月間アンケートやＱ-
Ｕの活用、第５学年を対象としたスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの全員面
談等を実施する。相談できる大人がいない児童を把握し、家庭、地域、関係諸機関との連携を深
めることで「相談できる大人がいない」を０にする。 

③「八王子市いのちの大切さを共に考える日」の前１週間を「いのちの大切さを考える週間」とし、
校長講話、全学級での道徳授業、「八王子市いじめ防止等のリーフレット」を活用した授業を行
う。また、各教科等で生命に関する内容からいのちの大切さを考えさせる。 

  ウ 不登校児童への支援等 
①不登校児童を減らすため、登校支援コーディネーターが中心となり、毎月の個票システムの活用、 
生活指導部会や生活指導夕会での情報交換、スクールカウンセラーとの連携等を推進していく。 

②不登校児童について、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等と連携して支援ニ
ーズを把握し支援を行うとともに、オンライン配信や家庭訪問等も活用し状況の改善を図ってい
く。 

（６）学力保障の取組（はちおうじっ子ミニマムの取組） 
  ①はちおうじっ子ミニマムを活用して、小学校第５学年修了段階における基礎的・基本的な問題を

確実に解くことができることをねらい、週３回、朝の時間に 15 分間の短時間授業「ステップタ
イム」を設定し、国語科等の基礎的な学習内容を全校で実施し、学力の定着を図る。 

  ②地域運営学校と連携し、放課後補習「東小スタディ」を行い、年２回の漢字検定にも取り組む。 
（７）特色ある教育活動 
  ア 義務教育９年間を見通した小中一貫教育の取組 
  〇（取組１）生徒会、児童会が中心となりいじめ防止のための取組や協働のあいさつ運動を月 1回

程度実施する。また、はちおうじっ子サミットの取組などで生徒会、児童会の交流を
行う。 

（取組２）「学力定着プロジェクトチーム」を組織し、小中合同の教務部会において、八王子市
学力定着度調査の結果分析と授業改善の取組の検討、共通理解を行い、ドリル型学習
コンテンツを活用する。（はちおうじっ子ミニマム） 

（取組３）各学校の小中一貫担当教員が企画、運営をし、年３回の小・中学校での合同研修会（相 
互の授業参観と協議）を通し、学習指導内容・指導方法の共通理解と基本的生活習慣・
規範意識等の現状と課題の共通理解を図り、系統的に指導に取り組む。 

（取組４）青少年対策委員会と連携し、年に３回程度、児童・生徒、教職員が、地域住民ととも    
     に地域清掃を行うクリーン活動を行う。 

  イ その他 
①四谷中学校グループとして９年間を見通した「情報活用能力系統表」を活用し、基本スキルと活
用スキルを各発達段階で身に付けさせることができるように、ＩＣＴ活用の能力を高める。 

   ②入学後、円滑な生活が送れるよう、生活科を中心とした「保・幼・小の架け橋期のカリキュラム」
を活用した取組を行う。また、近隣保育園との交流や互いの施設見学等、連携活動の充実を図る。 

③地域主催の活動に児童が積極的に参加できるように、学校だよりやホームページ等でお知らせす
ると共に、児童の活動を見取り、通知表等に記載する。 
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３ 学年別授業日数及び授業時数の配当 

（１）年間授業日数配当表 

                                             

（２）各教科等の年間授業時数配当表（１単位時間は、45分とする。） 

       学 年 

領 域 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

 

 

各 

 

 

教 

 

 

科 

国  語 306 315 245（2） 245（2） 175（2） 175（2）  

社  会   70 90 100 105  

算  数 136 175 175 175 175 175  

理  科   90 105 105 105  

生  活 102 105      

音  楽 68 70 60 60 50 50  

図画工作 68 70 60 60 50 50  

家   庭     60 55  

体   育 102 105 105 105 90 90  

外 国 語     70 70  

小  計 782 840 805 840 875 875  

特別の教科 道徳 34 35 35 35 35 35  

外国語活動   35 35   

総合的な学習の時間   70(10) 70(10) 70(10) 70(10) 
 

特別活動（学級活動） 34 35 35 35 35 35  

総    計 850 910 980(12) 1015(12) 1015(12) 1015(12) 
 

    月 

学年 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合   計 

１ 17 19 22 15 1 20 21 19 19 15 18 17 203 

２ 18 19 22 15 1 20 21 19 19 15 18 17 204 

３ 18 19 22 15 1 20 21 19 19 15 18 17 204 

４ 18 19 22 15 1 20 21 19 19 15 18 17 204 

５ 18 19 22 15 1 20 21 19 19 15 18 18 205 

６ 18 19 22 16 1 20 21 19 19 15 18 17 205 

備 考 

・始業式 ４月６日（月）は、第１学年は参加しないため 1日減。 

・５月２日（土）、９月 19日（土）は、振休なしの土曜授業のため、２日増。 

・日光移動教室を７月 18日（土）に実施するため、第６学年は１日増。 

・都民の日 10月１日（木）は授業を行う。 

・卒業式 ３月 24日（水）第１学年から第４学年は卒業式不参加のため、１日減。 

・修了式 ３月 25日（木）第６学年は修了式に参加しないため１日減。 
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備      考 

ア その他の授業時数 

 
       学年 

区分 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

児童会 

活動 

児童会集会活動 2 2 2 2 2 2 

委員会活動     11 11 

クラブ活動    16 16 16 

学校行事      56 1/3 54 2/3 56 2/3 63 1/3 83 91 1/3 

学級・学年裁量の時間 27     12     22    21     13     10     

 

イ １単位時間 

・１単位時間は45分とする。 

   ・クラブ時間は１単位時間を60分とし、12回実施する。 

 

ウ 各教科等の授業時数の確保に関する手だて 

【短い時間を活用した教科等指導】 

・第１学年から第６学年の国語科において１回15分計90回で年間30時間の「短い時間を活用

した教科指導」を実施する。 

  

   【増加時数】  

    ・運動会係活動 第４学年から第６学年 １時間 5/18 

       ・こころの劇場 第６学年 １時間 5/20 

・集団下校 第１学年 １時間 6/3 

・日光移動教室 第６学年 ２時間 7/18 

・引き渡し訓練 第２学年から第６学年 8/31 

・小中一貫教育の日 第１学年 １時間 9/9 

・清水移動教室 第５学年 １時間 9/30 

・学校公開 第１学年 ２時間 12/2 2/17 

・中学校授業体験 第５学年 １時間 2/3 

・クラブ見学 第３学年 １時間 2/15 

 

エ 長期休業中に位置付ける各教科等の授業時数及び内容 

【総合的な学習の時間】 

      ・第３学年 10時間 郷土学習「八王子が桑都とよばれるひみつをさぐろう」 

   ・第４学年 10時間 郷土学習「八王子の伝統文化やお祭りについて調べよう」 

   ・第５学年 10時間 郷土学習「八王子の自然とふれ合おう」 

   ・第６学年 10時間 郷土学習「八王子と日光の歴史について調べよう」 

   【各種コンクール】 

   ・第３・４学年 ２時間 本のpopコンテスト 

   ・第５・６学年 ２時間 全国読書感想文コンクール 

 

オ 授業時数に位置付けない教育活動 

カ その他 

・第１・２学年 外国語活動（２学期１回・３学期１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


